
 
 

 福岡県の警察官の職務に協力援助した者の災害等に伴う見舞金の支給に関する規則新旧対照表 

平 成 ３ 年 ２ 月 ２ ２ 日 

福岡県公安委員会規則第４号 

（改正部分は、下線部分である。） 

旧 新 

（趣旨） 

第１条 この規則は、警察官の職務に協力援助

した者の災害給付に関する法律（昭和２７年

法律第２４５号）に定める協力援助者（以下

「協力援助者」という。）が当該協力援助行

為により災害（死亡、負傷、疾病又は障害を

いう。以下同じ。）を受け、同法第２条の規

定に基づき福岡県が給付の責に任ずる場合及

び協力援助者が当該協力援助行為により当該

協力援助者の占有する物品に損害を受けた場

合に、福岡県公安委員会が当該協力援助者又

はその遺族に支給する見舞金に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

（見舞金の種類） 

第２条 見舞金の種類は、死亡見舞金、傷病見

舞金、障害見舞金及び物的損害見舞金とする

。 

第３条～第５条 （略） 

（障害見舞金） 

第６条 障害見舞金は、協力援助者が協力援助

行為により負傷し、又は疾病にかかり、治っ

た場合（その症状が固定した場合を含む。）

において、警察官の職務に協力援助した者の

災害給付に関する法律施行規則（平成１８年

国家公安委員会規則第２３号。以下「規則」

という。）別表第２に定める１級から１４級

までの障害等級に該当する障害が存するとき

に、当該協力援助者に支給することができる

ものとする。 

２ 前項の障害見舞金の額は、規則別表第２に

定める１級から１４級までの障害等級に応じ

、別表第２に定める金額を超えない範囲内で

、本部長が定めるものとする。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、警察官の職務に協力援助

した者の災害給付に関する法律（昭和２７年

法律第２４５号）に定める協力援助者（以下

「協力援助者」という。）が当該協力援助行

為により災害（死亡、負傷、疾病又は障がい

をいう。以下同じ。）を受け、同法第２条の

規定に基づき福岡県が給付の責に任ずる場合

及び協力援助者が当該協力援助行為により当

該協力援助者の占有する物品に損害を受けた

場合に、福岡県公安委員会が当該協力援助者

又はその遺族に支給する見舞金に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

（見舞金の種類） 

第２条 見舞金の種類は、死亡見舞金、傷病見

舞金、障がい見舞金及び物的損害見舞金とす

る。 

第３条～第５条 （略） 

（障がい見舞金） 

第６条 障がい見舞金は、協力援助者が協力援

助行為により負傷し、又は疾病にかかり、治

った場合（その症状が固定した場合を含む。

）において、警察官の職務に協力援助した者

の災害給付に関する法律施行規則（平成１８

年国家公安委員会規則第２３号。以下「規則

」という。）別表第２に定める１級から１４

級までの障害等級に該当する障がいが存する

ときに、当該協力援助者に支給することがで

きるものとする。 

２ 前項の障がい見舞金の額は、規則別表第２

に定める１級から１４級までの障害等級に応

じ、別表第２に定める金額を超えない範囲内

で、本部長が定めるものとする。 



 
 

（障害見舞金の調整） 

第７条 障害見舞金を受けた協力援助者の障害

の程度に変更があったため、新たに規則別表

第２に定める他の障害等級に該当するに至っ

た場合又は障害見舞金を受けた者が当該協力

援助行為による負傷若しくは疾病に起因して

死亡した場合は、新たに支給する見舞金の額

から障害の程度変更前又は死亡前の障害等級

に応じる障害見舞金の額を減じた額を支給す

ることができるものとする。 

２ 既に障害のある協力援助者が、負傷又は疾

病により更に同一部位について障害の程度を

加重した場合は、その障害等級に応じる障害

見舞金の額から加重前の障害等級に応じる障

害見舞金の額を減じた額を支給することがで

きるものとする。 

第７条の２～別表第１ （略） 

別表第２（第６条関係） 

  障害見舞金 

（略） 
 

（障がい見舞金の調整） 

第７条 障がい見舞金を受けた協力援助者の障

がいの程度に変更があったため、新たに規則

別表第２に定める他の障害等級に該当するに

至った場合又は障がい見舞金を受けた者が当

該協力援助行為による負傷若しくは疾病に起

因して死亡した場合は、新たに支給する見舞

金の額から障がいの程度変更前又は死亡前の

障害等級に応じる障がい見舞金の額を減じた

額を支給することができるものとする。 

２ 既に障がいのある協力援助者が、負傷又は

疾病により更に同一部位について障がいの程

度を加重した場合は、その障害等級に応じる

障がい見舞金の額から加重前の障害等級に応

じる障がい見舞金の額を減じた額を支給する

ことができるものとする。 

第７条の２～別表第１ （略） 

別表第２（第６条関係） 

  障がい見舞金 

（略） 
   

 


